
可
硯
小
鷺
巻
十
六

は
り
つ
主
、
征
束
縛
寧
の
宣
回
目
・
な
ど
下
さ
れ
し
も
、
訟
も
ひ
の
ほ

か
な
る
や
う
に
訟
ぽ
え
て
よ
み
侍
り
し
。

訟
も
ひ
き
や
手
も
ふ
れ
ざ
り
し
梓
弓
起
臥
わ
が
身
友
れ
ん
物
と
は

ゐ
な
じ
頃
武
蔵
園
へ
う
ち
と
え
て
、
と
て
指
原
と
い
ふ
所
に
ち
り

居
て
、
手
分
た
ど
し
侍
り
し
時
、
い
さ
み
あ
る
ぺ
き
よ
し
兵
ど
も

に
め
し
仰
せ
侍
り
し
つ
い
で
に
、
思
ひ
っ

r
け
侍
り
し
。

君
の
鴬
世
の
震
な
に
か
を
し
か
ら
ん
す
て
L
甲
斐
あ
る
命
な
b
せ
ば

就
中
第
二
の
歌
、
命
を
委
ぬ
る
の
志
節
、
所
謂
君
爾
忘
v
身
図
爾
志
v
家

の
語
に
も
昨
へ
り
。
是
を
以
て
第
一
と
定
め
給
涜
。
共
遺
像
を
回
せ

し
め
ら
れ
ん
と
て
、
故
貨
を
噂
求
め
ら
る
と
い
へ

E
も
、
三
公
及
親

王
等
甲
宵
の
式
、
共
時
節
の
故
貸
知
が
た
く
し
て
止
み
給
ひ
ね
。
武
臣

に
し
て
は
楠
公
正
成
父
子
、
忠
貞
を
世
々
に
し
、
殊
に
湊
川
戦
死
の

前
棲
井
の
聴
に
し
て
、
毅
戒
の
受
授
子
今
人
の
口
-
碑
に
あ
り
。
公
受

授
の
形
容
を
闘
し
、
世
子
へ
授
け
給
ん
と
て
、
数
十
年
営
時
の
模
様

を
湾
索
せ
し
め
給
ふ
に
、
多
く
意
思
に
不
叶
。
多
方
に
求
之
、
漸
く
し

て
享
保
九
年
の
容
に
至
り
て
、
共
形
放
を
得
て
始
て
歯
師
狩
野
伯
固

に
命
じ
て
苗
せ
し
む
。
脅
し
ぼ
/
¥
改
め
模
し
て
乃
成
り
ぬ
。
讃
を

大
事
頭
林
掛
矧
に
諦
給
ふ
。
讃
未
成
、
五
月
九
日
群
匡
を
築
給
ふ
。
鳴
呼

菅
川
作
い
川
川
口

痛
哉
。
明
年
乙
巳
の
春
津
岡
執
事
敬
傍
、
矯
-
藩
一
邸
留
主
官
-
て
東
都
に

位
す
。
茜
師
伯
困
享
年
八
十
四
歳
、
不
v
料
に
楠
公
父
子
受
授
の
闘
を

模
し
来
て
敬
傭
へ
贈
る
。
敬
傭
甚
欣
ぴ
、
乃
ち
某
を
し
て
読
を
鳩
集
室

先
生
へ
諦
へ
り
。
先
生
撰
著
し
て
共
歯
に
題
し
ぬ
。
子
時
秋
八
月
装

飾
し
て
執
事
の
家
に
珍
鎚
せ
り
。

惟
昔
北
保
氏
.
悉
邑
満
天
之
悪
二
訊
綾
上
蔽
昌
三
辰
吋
農
極
晦
v
光
梁
輿
議
v

底
。
天
子
銃
昌
志
中
興
一
癖
-
思
謀
臣
之
文
v
危
扶
v
願
。
楠
公
共
人
。
料
レ
敵

制
v
勝
。
用
v
兵
如
v
紳
@
若
夫
能
強
固
乎
丸
淵
日
雷
鍵
=
乎
八
紘
吋
以
二
身
-

営
昌
天
下
之
街
一
以
=
孤
城
-
挫
=
百
高
之
英
プ
卒
能
掃
昌
蜜
鯨
鵠
以
設
a
四

海
之
澄
清
↓
紫
公
之
膚
功
偉
略
“
執
復
興
'
之
抗
術

ω

治
=
乎
困
難
重
興
一

雨
虎
披
争
.
海
字
潰
決
・
天
傾
盤
腕
。
公
濁
倦
=
々
王
室
吋
始
終
一
一
誠
‘

方
-
-
闘
西
之
役
プ
既
知
a
園
事
之
不
曹
可
v
錫
姐
率
血
戦
而
結
v
線
。
中
路
蹄
昌

子
於
家
二
静
h
A

誠
以
昌
忠
貞
吋
今
其
言
奥
v
心
.
皆
丹
青
之
所
v
不
.v
能
v
停
.

而
特
見
a

於
困
-
者
。
依
然
之
貌
。
鵡
然
之
色
。
総
角
脆
v
前
。
見
晶
子
之
翼
吋

一
編
親
授
。
馨
乎
伊
則
“
子
孫
世
守
。
忠
孝
雨
得
。
鳴
呼
公
乎
。
臨
v
死

従
容
不
v
忘
v
褒
因
。
悠
々
千
載

e

勝
仰
易
桜
。
唯
可
T

奥
且
萄
相
-
並
稀
而

比
山
其
徳
者
欺
。

一
、
紀
州
の
孝
子
勘
四
郎
の
事
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郎
巴
玄
・
?
"
八
蹴

母
巴
八
十
鼠

次
郎
巴
十
回
鼠

宥
勘
四
郎
早
〈
父
に
後
れ
.
田
地
屋
錦
無
之
、
郷
中
陀
小
家
を
結
び
、

母
を
指
置
き
、
六
艮
飴
有
之
在
家
へ
奉
公
設
‘
毎
夜
母
方
へ
見
舞
孝

行
仕
る
事
‘
十
年
飴
一
日
も
不
怠
、
四
十
年
以
後
奉
公
仕
廻
、
棄
を

迎
へ
才
次
郎
を
儲
け
候
得
共
、
困
窮
茜
し
き
に
付
、
妻
と
相
談
の
上
致

離
別
.
益
母
親
へ
箆
孝
候
。
母
老
年
に
て
限
見
え
不
申
候
。
勘
四
郎

も
再
建
く
乍
難
儀
、
日
履
を
渡
世
仕
候
。
共
先
々
に
て
食
物
有
之
候
へ

ば
‘
必
宇
持
蹄
り
母
に
進
め
、
共
飴
を
自
分
給
ぺ
申
候
。
至
孝
無
限
、
一

郷
の
者
共
申
合
一
、
勘
阻
郎
貧
窮
を
取
立
申
度
趣
‘
名
主
よ
り
御
役
人
へ

相
建
.
紀
州
様
建
御
襲
、
営
年
御
沙
汰
有
之
、
勘
四
郎
母
子
一
期
毎
年

米
四
石
宛
被
下
候
由
。

紀
伊
国
那
賀
郡
宮
村
百
姓

老勘

四

動
四
郎
伸
才

可
観
小
院
審
十
六
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